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●
は
じ
め
に

　

二
〇
〇
八
年
五
月
、
障
害
者
権
利
条
約
が
発
効

し
た
。
国
連
機
関
は
、
本
条
約
が
二
〇
〇
六
年

一
二
月
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
る
ま
で
の
過
程

を
通
し
、
ま
た
、
採
択
後
は
一
層
の
力
を
い
れ
、

障
害
と
開
発
を
め
ぐ
る
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
き

て
い
る
。

　

国
連
シ
ス
テ
ム
は
、「
主
要
機
関
」（
総
会
、
安

全
保
障
理
事
会
、
経
済
社
会
理
事
会
、
国
連
事
務

局
な
ど
）、
国
連
の
内
部
機
関
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
実

施
部
門
で
あ
る
「
計
画
と
基
金
」（
国
連
人
口
基

金
＝
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
、
国
連
開
発
計
画
＝
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
、

国
連
児
童
基
金
＝
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
、
国
連
難
民
高

等
弁
務
官
事
務
所
＝
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
な
ど
）、「
そ
の

他
の
国
連
機
関
」（
国
連
エ
イ
ズ
合
同
計
画
＝
Ｕ

Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
、
国
連
大
学
＝
Ｕ
Ｎ
Ｕ
な
ど
）（
本

稿
で
は
「
計
画
と
基
金
」
と
「
そ
の
他
の
国
連
機

関
」
を
併
せ
て
「
国
連
機
関
」
と
呼
ぶ
）、
そ
し

て
国
連
と
連
携
関
係
を
も
つ
「
専
門
機
関
」（
世

界
保
健
機
関
＝
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
国
連
教
育
科
学
文
化
機

関
＝
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
な
ど
）
か
ら
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
今
後
、
発
展
途
上
国
に
お
い
て
実

際
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
国

連
機
関
の
取
り
組
み
の
様
子
を
紹
介
す
る
た
め
に
、

国
連
内
で
も
国
連
開
発
グ
ル
ー
プ
執
行
委
員
機
関

と
し
て
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
国
連
人
口
基

金
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

●
国
連
人
口
基
金
と
は

　

国
連
人
口
基
金
（U

nited N
ations Popu-

lation Fund

＝
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
）
は
、「
人
口
と

開
発
」、「
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
」（
性

と
生
殖
に
関
す
る
健
康
）、そ
し
て
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
平
等
」
に
取
り
組
む
国
連
機
関
で
あ
る
。
Ｕ
Ｎ

Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
一
一
七
の
現
地
事
務
所
、
九
の
地
域

技
術
協
力
事
務
所
を
有
し
、
世
界
一
五
四
カ
国
に

お
い
て
、
家
族
計
画
、
妊
産
婦
保
健
、
性
暴
力
対

策
、Ｈ
Ｉ
Ｖ
予
防
と
い
っ
た
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ・

ヘ
ル
ス
に
関
す
る
活
動
、
そ
し
て
若
者
へ
の
支
援
、

人
口
統
計
に
関
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

●�

障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ・
ヘ

ル
ス

　

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
は
、
全
て
の
人

に
と
っ
て
、
人
生
の
最
も
重
要
な
側
面
の
一
つ
で

あ
り
、
ま
た
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
の

推
進
な
く
し
て
持
続
可
能
な
開
発
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
、
障
害
者
は
性
や
妊
娠
・
出
産
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
、

性
暴
力
と
は
無
関
係
と
い
う
大
き
な
誤
解
が
存
在

し
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
は
、

特
に
無
視
さ
れ
が
ち
な
イ
シ
ュ
ー
で
あ
る
。

　

こ
の
誤
解
と
は
逆
に
、
例
え
ば
、
障
害
者
は
障

害
を
も
た
な
い
人
と
比
べ
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
の
感
染
リ
ス

ク
が
高
い
こ
と
が
研
究
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る

（
参
考
文
献
①
）。
こ
れ
に
は
、
感
染
予
防
施
策
の

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
問
題
や
障
害
者
に
対
す

る
性
暴
力
の
多
さ
が
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
実
に
、
障
害
者
が
身
体
・
性
的
虐
待
、

レ
イ
プ
の
被
害
に
あ
う
率
は
、
障
害
を
も
た
な
い

人
と
比
べ
約
三
倍
高
く
（
参
考
文
献
②
）、
被
害

後
の
医
学
的
（
身
体
的
・
精
神
的
）・
法
的
対
応

へ
の
ア
ク
セ
ス
に
お
い
て
も
バ
リ
ア
が
あ
る
こ
と

が
多
い
。
さ
ら
に
、
障
害
者
は
、
強
制
避
妊
、
強

制
中
絶
、
強
制
結
婚
な
ど
の
人
権
侵
害
に
直
面
す

る
こ
と
が
多
く
あ
り
、
開
発
・
人
道
分
野
全
体
に

お
い
て
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
イ

ツ
へ
の
取
り
組
み
は
緊
急
の
課
題
で
あ
る
。

　

障
害
者
権
利
条
約
は
、
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・

ヘ
ル
ス
に
関
す
る
条
文
を
有
し
、「
障
害
者
が
子

の
数
及
び
出
産
の
間
隔
を
自
由
に
か
つ
責
任
を

も
っ
て
決
定
す
る
権
利
並
び
に
障
害
者
が
年
齢
に

井
筒　

節

特 集特 集

国
連
人
口
基
金
に
お
け
る「
障
害
と
開
発
」に
関
す
る
取
り
組
み

国際機関における「障害と開発」の最新の動きを探る

─ 

国
連
機
関
に
よ
る
障
害
者
権
利
条
約
実
施
の
た
め
の
活
動
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適
し
た
情
報
、
生
殖
及
び
家
族
計
画
に
係
る
教
育

を
享
受
す
る
権
利
を
認
め
、
並
び
に
障
害
者
が
こ

れ
ら
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た

め
に
必
要
な
手
段
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
」、「
障
害

者
（
児
童
を
含
む
）
が
、
他
の
者
と
平
等
に
生
殖

能
力
を
保
持
す
る
こ
と
」（
共
に
第
二
三
条
）、
そ

し
て
「
障
害
者
に
対
し
て
他
の
者
に
提
供
さ
れ
る

も
の
と
同
一
の
範
囲
、
質
及
び
水
準
の
無
償
の
又

は
妥
当
な
保
健
及
び
保
健
計
画
（
性
及
び
生
殖
に

係
る
健
康
並
び
に
住
民
の
た
め
の
公
衆
衛
生
計
画

の
分
野
を
含
む
。）
を
提
供
す
る
こ
と
」（
第
二
五

条
）
を
求
め
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。
こ
の
よ

う
に
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス

へ
の
取
り
組
み
は
、
本
条
約
に
よ
り
批
准
国
の
義

務
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

●�

Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の「
障
害
と
開
発
」に
関

す
る
活
動

　

①
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
本
部
レ
ベ
ル
で
の
ア
ド
ボ
カ

シ
ー
活
動

　
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
条
約
策
定
過
程
を
通
し
、
国

連
総
会
ア
ド
ホ
ッ
ク
委
員
会
で
の
議
論
を
中
心
に
、

本
条
約
に
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル

ス
が
権
利
と
し
て
明
確
に
含
ま
れ
る
よ
う
、
様
々

な
形
で
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動
を
行
っ
て
き
た
。

　

二
〇
〇
六
年
に
は
、
障
害
者
担
当
官
が
就
任
。

以
降
、
ト
ッ
プ
で
あ
る
事
務
局
長
（
国
連
事
務
次

長
）
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
国
際
障
害
者
デ
ー
、

二
〇
〇
七
年
国
際
家
族
デ
ー
（
テ
ー
マ
＝
家
族
と

障
害
者
）、
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
・
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
執
行
理
事

会
に
お
け
る
公
式
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
発
表
し
、

国
連
機
関
を
先
導
す
る
形
で
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
示
し
た
ほ
か
、
加
盟
国
に
対
し
、

本
条
約
へ
の
署
名
・
批
准
を
呼
び
か
け
た
。

　

こ
れ
ら
事
務
局
長
公
式
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
加

え
、
本
条
約
採
択
時
に
は
、
こ
れ
を
歓
迎
す
る
プ

レ
ス
・
リ
リ
ー
ス
を
発
表
し
た
ほ
か
、
障
害
者
の

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ・ヘ
ル
ス
の
促
進
と
、ス
テ
ィ

グ
マ
や
差
別
撤
廃
を
呼
び
か
け
る
プ
レ
ス
・
リ

リ
ー
ス
を
発
表
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
が
関
わ
る
国
際
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
へ
の
障
害
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
も
進
め
て

い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
始
ま
っ
た
国
際
母
子
保
健

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン"D

eliver N
ow

"

で
は
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
首
相
、
国
連
副
事
務
総
長
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ

事
務
局
長
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
事
務
局
長
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ

事
務
局
次
長
に
よ
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
・
パ
ネ
ル
に
、

障
害
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
事
務
局
長
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て

加
え
、
開
発
目
標
達
成
の
た
め
に
は
障
害
者
の
イ

ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
を
各
国
代

表
と
メ
デ
ィ
ア
に
示
し
た
。
他
に
も
、
同
年
一
〇

月
に
開
か
れ
た
母
子
保
健
に
関
す
る"W

om
en 

D
eliver"

国
際
会
議
（
イ
ギ
リ
ス
）
で
も
、
Ｕ

Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
主
催
パ
ネ
ル
に
障
害
者
を
パ
ネ
リ
ス
ト

と
し
て
招
待
し
、
障
害
者
の
立
場
か
ら
み
た
母
子

保
健
に
つ
い
て
の
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
向
上
に
努
め
た
。

　

ま
た
、
障
害
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
も
促
進
し
て

お
り
、
二
〇
〇
七
年
九
月
に
は
、D

isabled 
Peoples' International

総
会
（
韓
国
）
に
て
、

「
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
に
関

す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を
主
催
し
た
。

　

加
え
て
、『
障
害
者
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
リ
プ

ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
Ｑ
＆
Ａ
』
を
出
版
（
参

考
文
献
④
）。
国
連
で
行
わ
れ
る
「
女
性
の
地
位

委
員
会
」
な
ど
の
委
員
会
や
会
議
で
の
配
布
を
通

し
、
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
向
上
を
進
め
て
い
る
。

　

②
国
レ
ベ
ル
で
の
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
活
動

　
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
は
、
発
展
途
上
国
に
お
い
て
、
リ

プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
関

す
る
政
策
策
定
・
実
施
へ
の
技
術
協
力
を
行
っ
て

お
り
、
こ
こ
に
障
害
を
含
め
る
こ
と
で
、
イ
ン
ク

ル
ー
シ
ブ
な
政
策
作
り
を
推
進
し
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
エ
リ
ト
リ
ア
事
務
所
は
、

本
部
と
共
に
、
政
府
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ

ル
ス
政
策
策
定
に
あ
た
り
、
障
害
者
の
ア
ク
セ
ス

を
明
記
す
る
よ
う
提
言
。
マ
ー
ジ
ナ
ラ
イ
ズ
さ
れ

る
こ
と
の
多
い
精
神
障
害
と
知
的
障
害
に
関
す
る

文
言
も
明
記
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
ブ
ラ
ジ
ル
で
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
本
部
と

ブ
ラ
ジ
ル
事
務
所
が
協
働
し
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ

ダ
ク
テ
ィ
ブ・ヘ
ル
ス
に
関
す
る
タ
ス
ク・フ
ォ
ー

ス
を
つ
く
り
、
関
係
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
を

行
っ
た
。
ま
た
、
国
会
に
お
い
て
、
こ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
、
す
な
わ
ち
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
、
国
会
議
員
、

保
健
省
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
そ
し
て
障
害
者
に
よ
る
コ
ン

サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
。
国
家
政
策
へ
の
障
害

の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を
進
め
て
い
る
。

　

③
国
連
機
関
間
の
連
携
の
促
進

　

さ
ら
に
、
障
害
と
開
発
を
め
ぐ
る
国
連
内
の
連

携
を
、
国
連
事
務
局
経
済
社
会
局
（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ａ
）

と
協
力
し
て
牽
引
し
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
に
は

「
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
専
門

家
会
議
」
を
主
催
し
た
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
研
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究
者
が
参
加
）。
ま
た
、二
〇
〇
七
年
七
月
に
「
障

害
者
権
利
条
約
に
関
す
る
国
連
機
関
合
同
会
議
」

を
主
催
（
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ａ
、
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
、
国
連
人
間
居

住
計
画
＝
Ｕ
Ｎ
‐
Ｈ
Ａ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｔ
、
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ

Ｅ
Ｆ
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
、
世
界
銀
行
が
参
加
）、
同
会
議

に
て
「
障
害
と
開
発
に
係
る
国
連
機
関
合
同
グ

ル
ー
プ
」（
上
記
に
加
え
、
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
、
国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事

務
所
＝
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
、
西
ア
ジ
ア
経
済
社
会
委
員

会
＝
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｗ
Ａ
も
参
加
）
を
結
成
、
国
連
内
に

正
式
な
機
関
間
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
で
き
る
ま
で
の
プ

ラ
ッ
ト
・
フ
ォ
ー
ム
を
設
立
し
た
。

　

ま
た
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
と
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
現
地
事
務
所

が
国
レ
ベ
ル
で
障
害
者
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を

よ
り
促
進
で
き
る
よ
う
に
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
と
共
に
「
障

害
者
と
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
・
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
、
二
〇
〇
七
年

一
一
月
に
国
連
機
関
や
障
害
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
を
招
き

「
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
会
議
」、
さ
ら
に
、
同
年
一
二
月

に
は
障
害
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
共
に
「
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
・
Ｗ

Ｈ
Ｏ
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
国

際
専
門
家
会
議
」（
ブ
ラ
ジ
ル
）
を
主
催
し
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
を
進
め
て
い
る
。

　

④
発
展
途
上
国
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

上
記
の
活
動
に
加
え
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
は
リ
プ

ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
教
育
キ
ッ
ト

を
点
字
で
作
成
。
ま
た
、
保
健
従
事
者
と
メ
デ
ィ

ア
に
対
し
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ

ル
ス
に
関
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
し
た
。
ギ

ニ
ア
で
は
視
覚
障
害
の
あ
る
青
年
へ
の
Ｈ
Ｉ
Ｖ
予

防
教
育
を
実
施
し
た
ほ
か
、
グ
ア
テ
マ
ラ
で
も
、

障
害
者
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
協
力
し
、
障
害
者
の
リ
プ
ロ
ダ

ク
テ
ィ
ブ
・
ヘ
ル
ス
に
関
す
る
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
・

キ
ッ
ト
を
作
成
し
た
。
リ
ベ
リ
ア
で
は
、
人
道
支

援
枠
組
み
に
、
障
害
者
の
権
利
保
護
・
促
進
を
含

め
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
て
い
る
。

　

⑤
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
内
の
改
革

　
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
内
で
も
、
活
動
指
針
と
な
る
最
重

要
文
書
「
二
〇
〇
八―

二
〇
一
一
戦
略
活
動
計

画
」
に
障
害
者
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を
明
記
し

た
。
ま
た
、
施
設
管
理
部
を
中
心
に
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ

Ａ
事
務
所
の
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
向
上
を
推
進

し
て
い
る
ほ
か
、
人
事
部
で
も
障
害
者
雇
用
な
ど

に
つ
い
て
一
層
の
改
善
を
進
め
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

こ
れ
ら
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
、
そ
し
て
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ａ
の
活

動
を
経
て
、
先
日
、
国
連
内
に
正
式
に
「
機
関
間

条
約
支
援
グ
ル
ー
プ
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

様
々
な
障
壁
の
中
、
Ｄ
Ｅ
Ｓ
Ａ
を
は
じ
め
と
す
る

各
機
関
の
担
当
官
の
長
き
に
渡
る
努
力
が
あ
っ
て

こ
そ
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
国
連
内
の

協
力
体
制
を
整
え
、
ま
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
連
携
を
さ

ら
に
深
め
た
上
で
、新
た
な
開
発・人
道
ア
ク
タ
ー

と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
育
て
な
が
ら
、
努
力

を
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
、
精
神
障
害
や
知

的
障
害
は
、
と
も
す
る
と
よ
り
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ

や
す
く
、
条
約
発
効
当
初
よ
り
、
こ
れ
ら
の
障
害

が
取
り
残
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
障
害
者
や
家
族
な
ど
の
精

神
・
心
理
的
側
面
に
も
目
を
向
け
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
ま
た
、
活
動
の
効
果
・
効
率
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
の
指
標
作
成
も
課
題
で
あ
る
。

　

障
害
者
の
権
利
保
護
・
促
進
の
た
め
に
は
、
障

害
に
特
化
し
た
活
動
と
共
に
、
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発

目
標
の
よ
う
な
国
際
の
優
先
事
項
に
障
害
を
組
み

込
ん
で
い
く
努
力
が
欠
か
せ
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
今
後
、
各
国
連
機
関
が
、
Ｕ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
Ａ
の
経

験
を
活
か
し
、組
織
内
部
の
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
、キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
ー
、
そ
し
て
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
を

高
め
た
上
で
、
全
て
の
既
存
の
政
策
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
へ
の
障
害
の
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
を
行
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

（
い
づ
つ　

た
か
し
／
国
連
人
口
基
金
Ｎ
Ｙ

本
部
技
術
協
力
局
専
門
分
析
官
）
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国際機関における「障害と開発」の最新の動きを探る


